
普通自動車等 軽自動車（４輪のみ）

住所や氏名が
変わった時
（主な必要書類）

申請書
自動車検査証
住民票等（住所が変わった場合）
戸籍謄本等（氏名等が変わった場合）
委任状（代理人が申請する場合）
自動車保管場所証明書（発行後１ヶ月以内）
自動車税申告書

自動車検査記入申請書（OCRシート）
自動車検査証
使用者の住所を証する書面
（個人は住民票又は印鑑証明書、法人は商業

登記簿抄本若しくは登記事項証明書又は印
鑑証明書等、いずれも発行３ヶ月以内のも
ので、これらのコピーでも可）

自動車損害賠償責任保険（共済）証明書
ナンバープレート（同じ管轄であれば不要）
軽自動車税申告書

車を売買、
譲渡した時
（主な必要書類）

申請書
自動車検査証
旧所有者の必要なもの
①譲渡証明書（実印を押印）
②印鑑証明書（発行後３ヶ月以内）
③実印（本人が申請する場合）

   又は委任状（代理人が申請する場合）
④住民票等（住所が変わった場合）
⑤戸籍謄本等（氏名等が変わった場合）
新所有者の必要なもの
①印鑑証明書（発行後３ヶ月以内）
②実印（所有者本人が申請する場合）

   又は委任状（代理人が申請する場合）
③自動車保管場所証明書（発行後１ヶ月以内）
自動車税申告書

車を一時使用
中止した時、
廃車・解体
した時
（主な必要書類）

申請書
自動車検査証
ナンバープレート
印鑑証明書（発行後３ヶ月以内）
実印（本人が申請する場合）

   又は委任状（代理人が申請する場合）
解体に係る移動報告番号・解体報告日
（解体の届出の場合）
住民票等（住所が変わった場合）
戸籍謄本等（氏名等が変わった場合）
自動車税申告書

◆返納届（一時使用中止）
自動車検査証返納証明書交付申請書
（OCRシート）
自動車検査証
ナンバープレート
手数料（350円）
軽自動車税申告書

 ◆返納届（一時使用中止）後の解体
解体届出書（OCRシート）
リサイクル券の番号

解体届は、解体事業者が車両解体後、リサイクルセンターへ解
体の報告をした日から４営業日以降に申請手続。但し、金曜日
が解体報告日の場合は、来週（月曜日）からの４営業日以降。

登録・届出先 奈良運輸支局 登録部門
TEL: 050-5540-2063

軽自動車検査協会 奈良事務所
TEL: 050-3816-1845
http://www.keikenkyo.or.jp/（ホームページ）
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■普通自動車・軽自動車（4輪）の変更手続き
自動車と税金

次のような場合には、運輸支局や軽自動車検査協会での手続きが必要になります。
手続きをしないと自動車税種別割・軽自動車税種別割の納税通知書が届かない、手放
した自動車・軽自動車の納税通知書が届いたなどのトラブルの原因になります。
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※手続きの内容によっては、他にも書類が必要となります。
詳しくは上記の登録・届出先までお問い合わせください。

※税金についてのお問い合わせ
・自動車税・軽自動車税環境性能割及び自動車税種別割については、自動車税事務所（P6１参照）まで
・軽自動車税種別割については、市役所・町村役場（P５９参照）まで

特約業者・元売業者から軽油を引き取った人が、特約業者・元売業者を通じて納めます。
このため、軽油の消費者が支払う軽油代金の中には、軽油引取税が含まれています。

軽油１キロリットルにつき32,100円（１リットルにつき32円10銭（特例規定））
（本則税率 軽油１キロリットルにつき15,000円）
※平成22年度より、連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも１リ
ットルにつき160円を超えることとなった場合、税率の特例規定の適用を停止する法
的措置が講ぜられました。しかし、この措置は、東日本大震災の復旧及び復興の状況
等を勘案し、別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとされました。

次の用途に軽油を使用する場合は、免税証の提出があった場合に限り、軽油引取税を免
除することとしています。（令和６年３月31日までの特例）
なお、申請の手続きが必要となりますので、詳しくは中南和県税事務所にお問い合わせ

ください。
１．農業・林業用機械の動力源に使用する場合
２．船舶・鉄道・軌道用車輌の動力源に使用する場合
３．鉱物（岩石・砂利を含む。）の堀採用機械の動力源に使用する場合等

軽油・灯油・Ａ重油などの混和等により製造された軽油を販売した場合や灯油・Ａ重油などを自
動車の燃料として販売・消費した場合にも軽油引取税を納める必要があります。
なお、軽油を製造したり、灯油・Ａ重油などを自動車の燃料として販売・消費する場合は、事前

に中南和県税事務所長の承認を受けなければなりません。
１．特約業者・元売業者は、軽油を販売する際に軽油の代金とあわせて軽油引取税を徴
収し、毎月分を翌月末日までに申告し、納税します。

２．混和等により製造された軽油や灯油・A重油などを自動車の燃料として販売した販
売店は、毎月分を翌月末日までに申告し、納税します。

３．灯油・Ａ重油などを自動車の燃料として消費した自動車の保有者は、毎月分を翌月
末日までに申告し、納税します。

不正軽油は、悪質な脱税行為であり、また、公正な市場競争を阻害し、環境汚染の
原因となる犯罪です。

県では、軽油引取税の脱税を防ぐため、灯油、重油などの混和などにより軽油引取税が課されていない不
正軽油の流通の防止に取り組んでいます。みなさんが現在使用中の軽油（燃料油）にご不審な点がございま
したら、奈良県中南和県税事務所までご連絡ください。

■軽油引取税（県税）
自動車と税金

この税は、バス・トラックなどの燃料として使用される軽油の引取り
（購入など）に対して課税されるものです。

◎ 混和軽油等にも軽油引取税がかかります。

◎ 不正な軽油の流通防止にご協力ください！

不正軽油ホットライン TEL 0744-48-3005

軽油引取税 48


